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処分や解雇を行った 

 ほかにも、注意が必要なケ

ースとして以下が挙げられ

ています。 

・従業員ごとに売上高のノル

マを設定しており、ノルマ

未達成の場合には人事上

の不利益取扱いを受ける

ことを明示していたとこ

ろ、ノルマ達成のため、労

働者自身の判断で商品を

購入した 

・現実的に達成困難なノルマ

を設定し、ノルマ未達成の

場合には人事上の不利益

処分を行うこととしてい

る 

 

 自爆営業は従業員に大き

な負担を強いる行為です。行

き過ぎたペナルティや買取

り強要が生じないよう、周

知・管理の徹底に努めましょ

う。 

 

改正労働安全衛生法が成

立しました 

 

５月８日、衆議院本会議に

て、改正労働安全衛生法及び

作業環境測定法が可決、成立

しました。多様な人材が安全

に、かつ安心して働き続けら

れる職場環境の整備を推進

するため、下記の措置を講ず

るとされています。施行日

は、別に記載のあるものを除

き、令和８年４月１日です。 

 

◆改正の概要 

１．個人事業者等に対する安

全衛生対策の推進 

既存の労働災害防止対策

に個人事業者等も取り込み、

個人事業者等による災害の

防止を図るため、 

① 注文者等が講ずべき

措置（個人事業者等を含

む作業従事者の混在作

業による災害防止対策

の強化など）を定め、併

せてＩＬＯ第 155号条約

（職業上の安全及び健

康並びに作業環境に関

する条約）の履行に必要

な整備を行う。〔一部は

令和９年４月１日施行〕 

② 個人事業者等自身が

講ずべき措置（安全衛生

教育の受講等）や業務上

災害の報告制度等を定

める。〔一部は令和９年

１月１日、同４月１日施

行〕 

２．職場のメンタルヘルス対

策の推進〔公布後３年以内に

政令で定める日施行〕 

ストレスチェックについ

て、労働者数 50 人未満の事

業場についても実施を義務

化。 

３．化学物質による健康障害

防止対策等の推進 

① 化学物質の譲渡等実

施者による危険性・有害

性情報の通知義務違反に

罰則を設ける。〔公布後

５年以内に政令で定める

日施行〕 

② 化学物質の成分名が営

業秘密である場合に、一

定の有害性の低い物質に

限り、代替化学名等の通

知を認める。 

③ 個人ばく露測定につい

て、作業環境測定の一つ

として位置付け、作業環

境測定士等による適切な

実施の担保を図る。〔令

和８年 10月１日施行〕 

４．機械等による労働災害の

防止の促進等 

① ボイラー、クレーン等

に係る製造許可の一部

（設計審査）や製造時等

検査について、民間の登

録機関が実施できる範囲

を拡大。 

② 登録機関や検査業者の

適正な業務実施のため、

不正への対処や欠格要件

を強化し、検査基準への

遵守義務を課す。〔令和

８年１月１日施行〕 

５．高齢者の労働災害防止の

推進 

 高年齢労働者の労働災害防

止に必要な措置の実施を事業

者の努力義務とし、国が当該

措置に関する指針を公表。  

 

 

・事業の代表者や法人の役

員への役員報酬を誤算入し

ていませんか？ 

・賃金総額について、1,000

円未満は切り捨てられてい

ますか？ 

・保険料・一般拠出金額に

ついて、１円未満は切り捨

てられていますか？ 

・各労働者について、雇用

保険の加入漏れはありませ

んか？ 

 

◆効率的に手続きをしたい

なら電子申請 

 年度更新の書類は項目が

多いため記入漏れや記入ミ

スが心配ですが、電子申請

では入力チェック機能や自

動計算機能のあるシステム

で手続きを行うため、ミス

を防げます。 

 また、前年度の情報を取

り込んで書類を作成できる

ので作成に要する時間も短

縮でき、混み合う窓口で長

時間待たされることがあり

ません。 

 

違法の可能性も…自爆営

業に要注意！ 

 

◆自爆営業とは？ 

自爆営業とは、従業員が会

社の売上目標やノルマを達

成するために、自腹で自社の

商品を購入する行為を指し

ます。例えば、郵便局員が年

賀はがきを自腹で購入する

ケースや、コンビニの従業員

が売れ残った商品を買い取

るケースが典型的です。従業

員の経済的損失や精神的苦

痛につながるものとして、近

年問題視されています。 

企業が従業員に対して売

上目標やノルマを設定する

こと自体は違法ではありま

せん。しかし、その達成方法

や強要の度合いによっては、

民法や労働関係法令上の

様々な問題が生じ得ます。 

 

◆問題となる事例 

厚生労働省もこうした自

爆営業等を念頭に、注意を呼

びかけるリーフレット「労働

者に対する商品の買取り強

要等の労働関係法令上の問

題点」を公表しています。こ

こでは、問題となる事例とし

て以下が挙げられています。 

・使用者としての立場を利

用して、労働者に不要な商品

を購入させた 

・労働者に対して自社商品

の購入を求めたが、労働者

がこれを断ったため、懲戒

令和７年度労働保険の年

度更新について 

 

◆期 間 

 令和７年度の期間は６月

２日（月）～７月 10日

（木）です。申告書は５月

末頃に送付される予定です

ので、そろそろ準備にかか

りましょう。既に、厚生労

働省ホームページにはパン

フレットや解説動画などが

掲載されています（確定保

険料の算定に使用する計算

支援ツールは更新準備中）。 

 コールセンター（電話番

号：0120-256-376）は、５

月 29日（木）～７月 18日

（金）で設置され、９時か

ら 17時まで土・日・祝日を

除き対応してくれます。 

 

◆実務における注意点 

 パンフレットに掲載され

ているチェックポイントか

ら、主なものをピックアッ

プします。 

・通勤手当等の交通費（非

課税分、現物支給の定期

代等を含む）の算入漏れ

はありませんか？ 

・パート・アルバイトなど

短時間労働者の賃金の算入

漏れはありませんか？ 

連絡先：〒675-0027 

兵庫県加古川市尾上町今福 365-1 

電 話：079-440-3614  FAX：079-426-7949 

ｅ－ｍａｉｌ：todajimusyo@hera.eonet.ne.jp 

ＵＲＬ:http://todajimusyo.net/ 
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